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告    示 

 

令和７年（2025 年）９月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 263 号  

令和７年８月 26 日  

掲 示 済  

 

 

令和７年（2025年）９月那覇市議会定例会の招集について 

 

 

令和７年（2025年）９月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 招 集 の 日   令和７年９月４日（木） 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 
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地縁による団体の認可について（まちづくり協働推進課） 

那覇市告示第 275 号  

令和７年８月 29 日  

掲 示 済  

 

 

地縁による団体の認可について 

 

 

 地方自治法（昭和22 年法律第67号）第260 条の２第１項の認可をしたので同条第

10項の規定により次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 名  称   三原区自治会 

２ 規約に定める目的 

   本会は、会員相互の融和・親睦を図り、互助の精神により、明るく、住みよ

い町づくりを目的とする。       

（１）会員相互の連絡を図ること。      

（２）区域内の清掃、緑化推進などの環境整備を図ること。   

（３）集会施設その他財産の維持管理を図ること。    

（４）その他本会の目的達成に必要なこと。     

３ 区  域   三原１丁目から３丁目全域を区域とする。 

４ 主たる事務所の所在地   三原２丁目17番 18号 

５ 代表者の氏名及び住所 

氏名  島袋 浩明 

住所  三原２丁目21番 24号 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 

職務執行停止   （無） 

職務代行者の選任 （無） 

７ 代理人の有無    （無） 

８ 解散の事由  本会は、地方自治法260条の20の規定により解散する。 

９ 認可年月日  令和７年８月29日 
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公    告 

 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 449 号  

令和７年９月１日  

掲 示 済  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100 号）第36条第２項の規定により、次の開発行為

に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

1 開発許可年月日、番号及び指令番号 

令和７年６月27日 第R5-03-01号 

那覇市指令ま建指第41- R5-03-01号 

2 開発区域に含まれる地域の名称 

那覇市壺屋一丁目50番 34、566番３、566番４、566番５、567番１ 

567番２、568番、568番３、568番５、568番６ 

3 公共施設 

防火水槽 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都千代田区丸の内二丁目２番３号 

株式会社フージャースコーポレーション 代表取締役 小川 栄一 

5 検査済証番号 

令和７年９月１日 那ま建指第113号 

6 工事完了年月日 

令和７年７月30日 
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教育委員会規則 

 

那覇市文化財調査審議会規則の一部を改正する規則 

那覇市教育委員会規則第３号  

令 和 ７ 年 ８ 月 2 7 日  

公 布 済  

 

 

那覇市文化財調査審議会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教 育 長  宮 里  寿 子  
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選挙管理委員会告示 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 40 号  

令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の

請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

の規定による解職請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

１ 地方自治法第74条第１項及び同法第75条第１項並びに市町村の合併の

特例に関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権

を有する者の総数の50分の１の数 

 

５，０７０人 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項

に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

４２，２４２人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び

同法第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８

条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

８４，４８４人 
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